
入 札 説 明 書

支出負担行為担当官

農林水産技術会議事務局長

この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば

入札に参加されたい。

記

１ 競争入札に付する事項

（１）件 名 「平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワーク事業（国際研究

ネットワーク形成等の推進）」委託業務

（２）仕 様 仕様書のとおり

（３）履 行 期 限 平成２３年３月２２日

（４）納 入 場 所 農林水産省農林水産技術会議事務局国際研究課

２ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）平成１９・２０・２１年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提

供等」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者であること。

（４）物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止

を受けている期間中でないこと。

３ 入札方法及び提案書の提出方法

（１）入札方法

入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の１００分の５に

相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１

０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実

際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払

うこととなる。

（２）提案書等の提出

入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約

書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記５に定める提出期限ま

でに提出場所に提出すること。



４ 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時

（１）場 所 農林水産省農林水産技術会議事務局総務課契約班契約第１係

（南別館６階 ドアＮｏ.６１９）

（２）日 時 平成２２年１月８日 午後５時～平成２２年２月１９日 午後５時

（ただし、行政機関の休日を除く。）

（３）入 札 説 明 書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書（案）のほか、

以下の書類を含む。

ア 応札資料作成要領

イ 評価項目一覧

ウ 評価手順書

（４）入 札 説 明 会

① 場 所 農林水産省農林水産技術会議事務局資料室

（本館６階ドアＮｏ．６７９）

② 日 時 平成２２年１月２７日 午後１時

５ 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限

入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した

下記８の場所及び日時に行う。

（１）提 出 場 所 農林水産省農林水産技術会議事務局総務課契約班契約第１係

（別館６階 ドアＮｏ.６１９）

（入札書は契約第１係に設置してある入札箱に投函すること。）

（２）提 出 期 限 平成２２年２月２２日 午後５時

６ 企画提案会の場所及び日時

入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を

実施する。

なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者

と協議して決定する。

（１）場 所 農林水産省農林水産技術会議委員室（本館６階 ドアＮｏ．６７８）

（２）日 時 平成２２年３月５日 午前１０時３０分

７ 提案書等の審査

入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧（提案要求事項）に記載している評価基準

に基づき審査し、点数を決定する。評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たな

ければ不合格となる。

８ 開札の場所及び日時

開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計

作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。

また、上記７で不合格となった者の入札書は、開札しない。

なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を



行うこともあるため、再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。

（１）場 所 農林水産省農林水産技術会議事務局資料室（本館６階 ドアＮｏ．６７９）

（２）日 時 平成２２年３月１６日 午後２時

９ 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札

は無効とする。

１０ 入札保証金及び契約保証金 免除する。

１１ 契約書作成の要否 要

１２ 落札者の決定方法

予算決算及び会計令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負

担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たし

ている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって

落札者を定めるものとする。

１３ その他

入札心得による。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成１９

年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受

けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、

当省のホームページ（http://www.maff.go.jp/j/supply/index.html）を御覧ください。



入 札 心 得

（総則）

第１条 農林水産技術会議事務局長（以下「事務局長」という。）の所掌に属する委託契約

に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。

（入札等）

第２条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、

入札しなければならない。

２ 入札参加者は、入札書（別紙様式第１号）を、封かんの上、入札者の氏名（法人にあっ

ては、法人名）を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。

３ 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その委任状（別紙様式第２号）を持

参させなければならない。

４ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をする

ことはできない。

５ 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。

６ 入札参加者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

（公正な入札の確保）

第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律

第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又

は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

３ 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。

（入札の取りやめ等）

第４条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行

することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札

の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

（無効の入札）

第５条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(１) 競争に参加する資格を有しない者のした入札

(２) 委任状を持参しない代理人のした入札

(３) 入札金額を訂正した入札

(４) 記名押印のない入札

(５) 入札に付される事項名又は入札金額の確認し難い入札

(６) 同一事項の入札について他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札

(７) その他入札に関する条件に違反した入札



（落札者の決定）

第６条 予算決算及び会計令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支

出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満

たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をも

（再度入札）

第７条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札

を行うことがある。

（同価格の入札）

第８条 落札となるべき同総合評価点の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をし

た者にくじを引かせて落札者を定める。

２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者

で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入 札事務に関係のない職員に

くじを引かせるものとする。

（契約書の提出）

第９条 落札者は、事務局長から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から

５日以内に事務局長に提出しなければならない。ただし、事務局長が事情やむを得ないと

認めるときは、この期間を延長することができる。

（異議の申立）

第１０条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、契約書案及び現場等についての不

明を理由として異議を申し立てることはできない。



別紙様式第１号

入 札 書

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

農林水産技術会議事務局長 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名 ,

(代理人氏名 ,）

￥

ただし、｢○○○○業務」の代金額

入札説明書等承諾の上、上記のとおり入札します。

［注意］１ 提出年月日は必ず記入のこと。

２ 金額の訂正をしないこと。

３ 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。

４ ( )内は、代理人が入札するときに使用すること。

この場合、代表者印は不要とする。



別紙様式第２号

委 任 状

私は、 を代理人と定め、支出負担行為担当官農林水産技

術会議事務局長の発注する「○○○○業務」に関し、下記の権限を委任します。

記

入札及び見積りに関する一切の権限

代理人使用印鑑 ,

平成 年 月 日

住 所

会 社 名

代 表 者 氏 名 ,

支出負担行為担当官

農林水産技術会議事務局長 殿

［注意］ 代理人使用印鑑は、入札書に使用する印鑑と同じ印鑑を押印すること。



委 託 契 約 書（案）

支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長○○○○（以下「甲」という。）と○○○○○（以
下「乙」という。）は、平成２２年度「地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究ネット
ワ－ク形成等の推進）」委託事業（以下「委託事業」という。）の委託について、次のとおり委託
契約を締結する。

（実施する委託事業）
第１条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
（１）委託事業名

平成２２年度「地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究ネットワ－ク形成等
の推進）」委託事業

（２）委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり

（３）履行期限
平成２３年３月２２日

（委託事業の遂行）
第２条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければなら
ない。当該計画が変更されたときも同様とする。

（委託費の限度額）
第３条 甲は、委託事業に要する費用（以下「委託費」という。）として、金 円（う
ち消費税及び地方消費税の額 円）を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
（注）「消費税及び地方消費税の額は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２８条第１項
及び第２９条並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７２条の８３
の規定により算出したもので、委託費の額に１０５分の５を乗じて得た金額である。

２ 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならな
い。当該計画が変更されたときも同様とする。

（契約保証金）
第４条 会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、
予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第３号の規定により免除する。

（再委託）
第５条 乙は、委託事業の全部を一括して第三者に委任してはならない。
２ 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任することを必要とするときは、
別紙｢委託事業の再委託に関する特約条項｣に従って行うものとする。

（実績報告）
第６条 乙は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。）は、委

託事業の成果を記載した委託事業実績報告書（別紙様式第２号）正副２部を甲に提出するものと
する。

（検査）
第７条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の
内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書
類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。

（委託費の額の確定）
第８条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、

委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
２ 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に規定する委託費
の限度額のいずれか低い額とする。

（委託費の支払）
第９条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日か
ら３０日以内にその支払を行うものとする。

２ 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請
求により概算払をすることができるものとする。



３ 乙は、前二項の規定による委託費の請求をするときは、請求書（別紙様式第３号）正副２部を
甲に提出するものとする。

（過払金の返還）
第１０条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第８条第１項の委託費の確定額を超えるときは、そ
の超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。

（委託事業の中止等）
第１１条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、

委託事業中止（廃止）申請書（別紙様式第４号）正副２部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を
解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。

２ 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。

（計画変更の承認）
第１２条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の内容
又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書（別紙様式第５号）正
副２部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の２の収支予
算の支出の部の区分の欄に掲げる費目（試験研究調査委託費を除く。）の相互間（各費目から一
般管理費への流用を除く。）における３０％以内の流用については、この限りではない。

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。

（契約の解除等）
第１３条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った
金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。

（違約金）
第１４条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の１
００分の１０に相当する額を請求することができる。

（不正申請又は不正等行為に対する措置）
第１５条 甲は、乙がこの契約の締結に際しての乙による不正の申請（以下「不正申請」という。）
又は委託業務の実施に当たっての不正若しくは不当な行為（以下「不正等行為」という。）をし
た疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。

２ 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければ
ならない。

３ 甲は、前項の報告を受け、不正申請又は不正等行為の有無及びその内容を精査するに当たり、
必要と認めるときは、乙に対し、通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査（以下「立入調査」と
いう。）をすることができる。

４ 甲は、第２項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要と認めるときは、前３項の
規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。

５ 甲は、第２項の報告の精査又は前２項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかに
なったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に
請求することができる。

６ 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表す
ることができる。

７ 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。

（加算金）
第１６条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に加算金を付加するものとする。
２ 加算金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日まで
の日数に応じ、年利５パーセントの割合により計算するものとする。

（談合等の不正行為に係る解除等）
第１７条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一
部を解除することができるものとし、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求す
ることができる。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条若しくは第８条の２
（同法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除
措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用す
る場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の２第１３項
若しくは第１６項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。



（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含
む。第１８条第１項第４号及び第２項第２号において同じ。）が刑法（明治４０年法律第４５
号）第９６条の３若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１
項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該
処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）
第１８条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約
の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する金額を違
約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条若しくは第８条の２（同
法第８条第１項第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置
命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第６６条第４項の規定による審決
において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法第８条
の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該
納付命令が確定したとき、又は同法第６６条第４項の規定による審決において、同法の規定
に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１３項又は第１６
項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

（４）乙又は乙の代理人に係る刑法第９６条の３若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第
１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項
の契約金額の１００分の１０に相当する金額のほか、契約金額の１００分の５に相当する金額を
違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

（１）前項第２号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第６項の規定
の適用があるとき。

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者
であることが明らかになったとき。

（３）乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していると
き。

３ 乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。
４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、
甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

（著作権）
第１９条 甲は、この委託事業に係る著作権（（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２７条及

び第２８条に規定する権利を含む。）を乙から承継するものとする。

（著作権等の利用）
第２０条 乙は、委託事業により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の
利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許
諾したものとする。

２ 乙は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。
また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使
しないように必要な措置をとるものとする。

３ 乙は、委託事業の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、甲に対し事
前に協議を行うものとする。また、公表の際には委託事業による成果である旨を明示するものと
する。

（著作物の報告）
第２１条 乙は、委託業務により作成し甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後遅滞
なく著作物通知書（別紙様式第６号）を甲に提出しなければならない。

（物品管理）
第２２条 乙は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければな
らない。

２ 委託事業終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を甲が指定したときは、乙は、
甲の指示により当該物品を返還するものとする。

（委託事業の調査）



第２３条 甲は、必要に応じ、乙に対し、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項に
ついて所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなけ
ればならないものとする。

（帳簿等）
第２４条 乙は、各委託事業の委託費については、各委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上で、
乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ明確に区
分して経理しなければならない。

２ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行う
ものとする。

３ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書
類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかか
わらず、当該委託事業終了の翌年度の４月１日から起算して５年間、整備・保管しなければなら
ない。

４ 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した
委託費の支払実績額を記載しなければならない。

５ 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認
めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受け
ている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。

（旅費及び賃金）
第２５条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも委託事業の実施要領に定
める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。

２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反
等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指
示に従い当該額を返還しなければならない。

（普及・事業化等への協力）
第２６条 乙は、甲が行う当該委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事
業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、委託事業の成果が国民に還元されるよ
う努めるものとする。

（秘密の保持）
第２７条 乙は、委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏
らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。

（１）知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
（２）知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
（３）秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる

情報
（４）甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
（５）第２０条第３項の規定に基づく事前協議により甲の同意を得た著作物及びその二次的著作

物その他事前に甲の同意を得た情報
２ 乙は、第２１条に規定する著作物通知書を甲に提出せず、この委託事業の成果に係る著作権を
甲へ承継した場合には、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出し
をしてはならない。

（個人情報に関する秘密保持等）
第２８条 乙及びこの委託事業に従事する者（従事した者を含む。以下「委託事業従事者」という。）

は、この委託事業に関して知り得た個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に
含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情
報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの
を含む。）をいう。以下同じ。）を委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはな
らない。

２ 乙及び委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に利用してはならない。

３ 前二項については、この委託事業が終了した後においても同様とする。

（個人情報の複製等の制限）
第２９条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存す
る場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託事業の目的を達成することができない場合以
外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならない。



（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応）
第３０条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した
場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、
被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。

（委託事業終了時における個人情報の消去及び媒体の返却）
第３１条 乙は、委託事業が終了したときは、この委託事業において保有した各種媒体に保管され
ている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行う
とともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。

（個人情報の保護）
第３２条 甲は、この委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を
取扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。

（事故の報告）
第３３条 乙は、この委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがあ
る事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告しなければならない。

（疑義の解決）
第３４条 前各条のほか、この契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議の上解
決するものとする。

上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するものとする。

平成 年 月 日

委託者（甲） 東京都千代田区霞が関１丁目２番１号

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 印

受託者（乙） 印



別 紙

委託事業の再委託に関する特約条項

（目的）
第１条 本特約条項は、乙が委託事業をより効果的に遂行するため、委託事業の一部を再委託する
場合の取扱いについて定めることを目的とする。

（再委託の範囲）
第２条 再委託は委託契約書（以下「契約書」という。）第１条第２号に定める委託事業の内容の

範囲を超えてはならない。

（再委託の条件）
第３条 乙は、甲の承認を受け、この委託事業を第三者に再委託する場合は、個人情報の取扱いに
関して必要かつ適切な監督を行い、契約書第３５条から第３８条までに規定する甲に対する義務
を当該第三者に約させなければならない。

２ 乙は、前項の規定により第三者に再委託する場合においては、当該第三者に再々委託をさせて
はならない。

（報告書）
第４条 乙は、契約書第６条に定める委託事業実績報告書を事業の履行期限までに再委託先より提
出させなければならない。

（再委託事業計画の変更等）
第５条 乙は、委託事業計画書の５再委託事業計画を変更しようとするときは、契約書第１２条に
定める委託事業計画変更承認申請書によりあらかじめ甲の承認を得なければならない。

（著作権等）
第６条 契約書第１９条から第２１条までの規定は、再委託の結果生じた著作権等について準用す
る。

（物品管理）
第７条 契約書第２２条の規定は、再委託により取得される物品について準用する。

（事故の報告）
第８条 契約書第３３条の規定は、再委託先で発生した事故についても準用する。
ただし、甲への報告は、乙から報告することとする。



別紙様式第１号
委 託 事 業 計 画 書

１ 事業内容
ア 事業実施方針（研究目標）及び研究（調査）内容

平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究ネットワ－ク形成等の推進)
委託事業実施要領に基づき、事業を実施する。

イ 事業実施期間
ウ 担当者 ※
エ 研究及び報告の方法

※ 委託プロジェクト研究は研究開発責任者、実用技術開発事業は研究総括者、その他の事業は実施責任
者を記載すること。

２ 収支予算
収入の部

区 分 予 算 額 備 考
国 庫 委 託 費 うち消費税及び地方消費税の額○○円

計

支出の部

区 分 予 算 額 備 考

計
（注）対象となる経費については別紙のとおり。

３ 物品購入計画（物品の購入がある場合）

購 入 予 定
品 目 規 格 員 数 使 用 目 的 備 考

単価 金 額

（注）記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が
３万円以上の物品とする。

ただし、開発研究用器具及び備品（試験又は測定機器、計算機器、撮影機器及び顕微鏡）
を購入する場合に記載する品目は、取得価格が１０万円以上の物品とする。

４ 支払計画（概算請求限度額）

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期

５ 再委託先事業計画

ア 委託事業名
イ 再委託する理由
ウ 再委託先
エ 再委託の内容、再委託の限度額
オ 再委託の期間
カ 結果報告及び取扱い



別紙様式第２号
平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究ネットワ－ク形成等の推進)
委託事業実績報告書

番 号
年 月 日

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
官署支出官
農林水産省大臣官房経理課長 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成 年 月 日付け契約のこのことについて、下記のとおり、事業を実施したので、委託
契約書第６条の規定に基づき、その実績を報告します。
（なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。）

記

１ 事業の実施状況
ア 事業項目及び研究対象
イ 事業実施期間
ウ 担当者
エ 事業の成果（又はその概略）
オ 事業成果報告書の配布実績等

２ 収支精算
収入の部

比 較 増 減
区 分 精 算 額 予 算 額 備 考

増 減

国庫委託費 うち消費税及び地方消費税の額
円

計

支出の部

比 較 増 減
区 分 精 算 額 予 算 額 備 考

増 減

計

（注）１ 備考欄には、精算の内訳を記載のこと。
２ 再委託先がある場合は、契約書の写しを添付すること。



３ 物品購入実績（物品を購入した場合）

購 入 実 績
品 名 規 格 員 数 使用目的 備考

単 価 金 額

円 円

（注）１ 物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品名は、物品購入計画の場合と同様とする。
２ 契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入することとな

った理由を備考欄に記載する。



別紙様式第３号

平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究ネットワ－ク形成等の推進）
概算払

委託事業委託費 請求書
精算払

番 号
年 月 日

官署支出官
農林水産省大臣官房経理課長 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成 年 月 日付け契約の平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究
ネットワ－ク形成等の推進）委託事業について、下記により委託費金 円也

概算払
を により支払されたく請求します。

精算払
記

既 受 領 額 今 回 請 求 額 残 高

○月○日 ○月○日 事業完了
区 分 国庫委託費 金 額 出来高 金 額 現在（予 金 額 現在（予 予 定 備 考

定) 出来 定) 出来 年 月 日
高 高

円 円 ％ 円 ％ 円 ％

（注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができる
ものとする。



別紙様式第４号
平２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究ネットワ－ク形成等の推進）
委託事業中止（廃止）申請書

番 号
年 月 日

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成 年 月 日付け契約の平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研
究ネットワ－ク形成等の推進）委託事業について、下記により中止（廃止）したいので、委託契約書
第１１条第１項の規定に基づき申請します。

記

１ 委託の中止（廃止）の理由

２ 中止（廃止）しようとする以前の研究実施状況
ア 研究について
イ 経費について
経費支出状況

○月○日現 中止（又は
経費の区分 残 額 支出予定額 廃止）に伴 備 考

在支出済額 う不用額

３ 中止（廃止）後の措置
ア 事業について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細

算 出 基 礎
経 費 の 区 分 支 出 予 定 金 額

（名称、数量、単価、金額）



別紙様式第５号
平２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研究ネットワ－ク形成等の推進）委託
事業計画変更承認申請書

番 号
年 月 日

支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成 年 月 日付け契約の平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワ－ク事業（国際研
究ネットワ－ク形成等の推進）委託事業について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第１２
条の規定により承認されたく申請します。

記

１ 変更の理由

２ 変更する事業計画又は事業内容

３ 変更経費区分
（注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更

計画を明確に区分して記載のこと。





別紙様式第６号
著 作 物 通 知 書

番 号
年 月 日

農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿

住 所

氏 名 印

平成 年 月 日付け委託契約に基づく「 」に係る著作物について、委託契約書第
２１条の規定に基づき、下記のとおり通知します。

記

１ 著作物の種類

２ 著作物の題号

３ 著作者の氏名（名称）

４ 著作物の内容



【別紙】

委託経費の対象となる経費

委託経費として計上できる経費は、次の経費とします。
１）直接経費

①人件費
事業に直接従事する技術指導員等の人件費
なお、国からの交付金等で職員分の人件費を負担している法人（地方公共団体を含

む。）については、職員分の人件費は計上できません。
②謝金

委員会の外部委員に対する出席謝金
③旅費

国内の出張に係る経費
④事業費
・消耗品費（機械・備品費に該当しない物品）
・印刷製本費（報告書等に係る経費）
・通信運搬費（郵便料、発送料等に係る経費）
・雑役務費（外注による統計分析等に係る経費）
・借料（会場等の借り上げに係る経費）
・賃金（事業に直接従事する補助職員等の賃金）
・調査票費(アンケート用紙等に係る経費)

⑤委託費
再委託に要する経費

２）一般管理費
１）の④の事業費の１５％以内

３）消費税等相当額
１）及び２）の経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費の５％

※１ 再委託先において計上できる経費は、上記の経費のうち１）の⑤委託費を除いた経費で
す。

※２ 一般管理費は直接経費以外で本事業に必要な経費です。具体的には、事務費、光熱水料、
燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員の賃金等となります。なお、光熱水料等の
全体額の一部を一般管理費で負担する場合には、事業に携わる人数比で按分する等により
合理的に算出し、本事業に係る経費であることを明確に区分していただく必要がありま
す。

※３ 委託先が「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成18年法律
第50条）第42条第２項に規定する特例民法法人（以降、「特例民法法人」と略す。）の場
合は、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」（平成14年３月２９日閣
議決定）に基づき、国から特例民法法人に交付された補助金・委託費等（以下「補助金
等」という）のうち、他の法人等の第三者に分配・交付するものを５割未満にする必要が
あります。また、国から特例民法法人に交付された補助金等を年間収入の３分の２未満と
する必要があります。



地球規模課題国際研究ネットワーク事業

（国際研究ネットワーク形成等の推進）

応札資料作成要領

本書は、地球規模課題国際研究ネットワーク事業（国際研究ネットワーク形

成等の推進）に係る応札資料（評価項目一覧及び提案書）の作成要領を取りま

とめたものである。

１ 応札者が提出すべき資料

この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。

資料名称 資 料 内 容

誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書

評価項目一覧 調達機関が提示する評価項目一覧の提案書頁番号欄に該当

する提案書の頁番号を記載したもの

提案書 仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを提

案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり

○ 応札者が提案する取組の内容、体制、波及効果等

○ 実施計画

○ 担当者の経験、実績等

○ 補足資料（応札者の実績の詳細）等

（注）応札者は、このほかに通常の一般競争入札と同様に、入札書、参加資格

を満たしていることを証明する資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の

写し等を提出しなければならない。

２ 誓約書の作成

仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書を作成し、調達機関に

提出すること（様式自由）。

３ 評価項目一覧の作成

（１）評価項目一覧の構成

評価項目一覧の構成は、下表のとおり

事 項 概 要 説 明

提案要求事項 提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が

提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び

任意項目を区分し、得点配分の定義に従いその内容を評価

する。

例：事業の内容、設備、実施計画等

添付資料 応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これ

ら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。

例：実施体制及び担当者略歴、会社としての実績



（２）提案要求事項

評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明は下表のとおり

調達機関が作成し提示する「評価項目一覧（提案要求事項）」における

「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。

項目名 項目説明・記載要領 記載者

評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 調達機関

評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 調達機関

評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 調達機関

得点配分 各項目に対する最大得点 調達機関

提案書頁番号 応札者が作成する提案書における該当頁番号を 応 札 者

記載する。

（３）添付資料

評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明は下表のとおり

項目名 項目説明・記載要領 記載者

資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 調達機関

資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 調達機関

提案の要否 必ず提案すべき項目（必須）又は必ずしも提案 調達機関

する必要のない項目（任意）の区分が設定され

ているもの

評価基準とは異なり、採点対象とはしない。

提案書頁番号 応札者が作成する提案書における該当頁番号を 応 札 者

記載する。

４ 提案書の作成

（１）提案書様式

ア 提案書は、仕様書に沿って作成する（様式自由）とともに、そのポイ

ントに関する説明資料を提案書雛型を参考にして作成する。

イ 提案書は、Ａ４版カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場

合には、原則としてＡ３版にて提案書の中に折り込む。

ウ 提出物は、紙資料とともに電子媒体でも提出する。その際のファイル

形式は、一太郎、Ms-Word、Ms-PowerPoint、MS-Excel又はPDF形式とす

る（これにより難い場合は、調達機関まで申し出ること。）

（２）プレゼンテーション

ア 応札者は、調達機関に対して自らの提案内容の説明を行う。

イ 説明に当たっては、農林水産省の会議室等でプレゼンテーションを行

うこととし、実際にプレゼンテーションを行う時間は入札締切後に調達

機関と別途調整する。

ウ プレゼンテーションに当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に



応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど効率的に実施できるよ

う工夫する。

（３）提案書作成に当たっての留意事項

ア 提案書を評価する者が特段の専門的知識、商品に関する一切の知識を

有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。

なお、必要に応じて用語解説などを添付すること。

イ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する

理由を提案書に記載するとともに、記載内容を証明又は補足するものと

してパンフレット、比較表等を添付すること。

ウ 応札者は、提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料とし

て添付資料を提案書に含めて提出すること。

なお、添付資料は、提案書本文と区分できるようにすること。

エ 調達機関から連絡が取れるように、提案書には担当者の氏名及び連絡

先（電話番号、FAX番号、メールアドレス）を明記すること。

オ 提案書を作成するに当たり調達機関に対し質問等がある場合には、別

紙の質問状に必要事項を記載の上、平成２２年２月１９日（金）午後５

時までに農林水産省農林水産技術会議事務局総務課契約班契約第１係に

提出すること。

カ 提案書様式及び留意事項に従った提案書ではないと調達機関が判断し

た場合には、提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。

なお、補足資料の提出、補足説明等を調達機関が求める場合があるの

で、併せて留意すること。



別紙

質 問 状

社 名

住 所

ＴＥＬ ＦＡＸ

質問者

質問に関連する文書名及び頁

質問内容



提 案 書 雛 型

事 業 の 実 施 方 針 等
提 案 内 容 の 妥 当 性 、 独 創 性

取 組 方 法 の 妥 当 性 、 独 創 性

作 業 計 画 の 妥 当 性 、 効 率 性

組 織 の 経 験 ・ 能 力
類 似 業 務 の 経 験

組 織 と し て の 実 施 能 力

提 案 業 務 に 関 す る 管 理 ・ バ ッ ク ア ッ プ 体 制

業 務 従 事 者 の 経 験 ・ 能 力
類 似 業 務 の 経 験

提 案 内 容 に 関 す る 専 門 知 識 ・ 適 格 性

業 務 歴 等





評価項目一覧

評価項目 評 価 基 準 評価 得 点 配
区分 合計 基礎点 加点 提案書頁

番号
事業の実施方針等

○ 提案内容の妥 仕様書記載の業務内容についてすべて提案されている 必須 １０ １０ －
当性、独創性 か偏った内容の業務になっていないか

〃 仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか １０ － １０
○ 取組方法の妥 事業の取組方法は妥当なものであるか 必須 １０ １０ －

当性、独創性 取組項目・手法が明確であるか

〃 取組手法に事業成果を高めるための工夫がみられる １０ － １０
○ 作業計画の妥 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあ 必須 ５ ５ －
〃 当性、効率性 るか

事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的 ５ － ５
であるか

組織の経験・能力

類似業務の経 過去に同様の事業を最低１回は実施しているか 必須 ５ ５ －
験 過去に同様の取組を豊富に実施しているか ５ － ５
組織としての 事業が遂行可能な人員の確保がなされているか 必須 ５ ５ －
実施能力 事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有し

ているか

幅広い知見・ネットワークを持っているか ５ － ５
優れた情報収集能力を持っているか

業務に関する 円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれている ５ － ５
管理・バック か管理者の経験や知見はあるか

アップ体制

業務従事者の経験・能力

類似業務の経 過去に同様の業務を実施しているか １０ － １０
験 過去に委員会を運営した経験があるか

事業内容に関 事業内容に関する知識・知見を持っているか 必須 ５ ５ －
する専門知識 事業内容に関する人的ネットワークを持っているか ５ － ５
・適格性

業務歴、資格 業務を遂行する上で、有効な業務歴等はあるか ５ － ５
学歴等

（注）

１ 表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目。なお、価格と同等に評価でき

ない項目は評価項目の小項目ごとに設定

２ 表中赤字部分は、必須項目

３ 必須項目以外の採点基準は以下のとおり

評 価 基 準 得点(10点満点) 得点(5点満点 )
卓越した内容である。 １０ ５
最適な内容である。 ６ ３
概ね妥当な内容である。 ２ １
内容が不十分である、または記載がない。 ０ ０

評価項目一覧（添付資料）

資 料 項 目 資 料 内 容 提案の 提案書
要 否 頁番号

実施体制及び担当者略歴 本調達履行のための体制図 必 須
各業務担当者の略歴 必 須

会社としての実績 官公庁の本領域における実績 任 意
官公庁以外も含めた本領域における実績 任 意



２．落札方式及び得点配分

（１）落札方式

次の要件をすべて満たしている者のうち数値のもっとも高い者を落札者とする。

○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。

○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて満たしてい

ること。

（２）総合評価の点数

総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点

技術点＝基礎点＋加点

価格点＝（１－入札価格／予定価格）×価格点の配分

（３）得点配分

技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を４０点及び６０点とし、価格点の配

分を５０点とする。

技術点（必須項目） ４０点
技術点（任意項目） ６０点

価格点 ５０点

３．技術点の加点方法

（１）技術点の構成

技術点は、基礎点と加点に分けており、基礎点は評価項目のうち必須項目、加点は

評価項目のうちの任意項目となっている。

（２）基礎点

基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。

基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満た

していなければ０点のいずれかとなる。

なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。

（３）加点

加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。

加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異な

り様々な点数となる。



評 価 手 順 書

本書は、平成２２年度地球規模課題国際研究ネットワーク事業（国際研究ネ

ットワーク形成等の推進）」委託事業に係る評価手順を取りまとめたものであ

る。落札方式及び評価の手続は以下のとおり

１ 落札方式及び得点配分

（１）落札方式

次の要件をすべて満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とす

る。

○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。

○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目をすべて

満たしていること。

（２）総合評価点の計算

総合評価点 ＝ 技術点 ＋ 価格点

技術点＝基礎点＋加点

価格点＝（１－入札価格／予定価格）×価格点の配分

（３）得点配分

技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を４０点及び６０点とし、

価格点の配分を５０点とする。

技術点（必須項目） ４０点

技術点（任意項目） ６０点

価格点 ５０点

２ 技術点の加点方法

（１）技術点の構成

技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必

須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。

（２）基礎点

基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。

基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば

満点、満たしていなければ０点のいずれかとなる。

なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。

（３）加点

加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。



加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基

礎点と異なり様々な点数となる。

３ 評価の手続

（１）一次評価

まず、以下の事項について評価を行う。

○ 誓約書が提出されているか。

○ 「評価項目一覧（提案要求事項）」で評価区分欄が必須とされている項

目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。

○ 「評価項目一覧（添付資料）」で提案の要否欄が必須とされている項目

に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。

（２）二次評価

一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧（提案要求事項）」に

記載している評価基準に基づき採点を行う。

なお、複数の評価者のうち１人でも「評価項目一覧」に記載される要件

のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格と

する。

また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価

結果（点数）を合計し、それを平均して技術点を算出する。

（３）総合評価点の算出

上記（２）により算出した技術点と上記１（２）により計算した価格点

を合計して、総合評価点を算出する。




